
事案の迅速処理について 

 
    ・標準処理期間の遵守の徹底 
    ・やむを得ない場合には、以下の取扱いにより事案を処理（理事長協議事案）     
 

「６か月」以内を目安 「６か月」以内を目安 「６か月」以内を目安 

認
定
請
求 

認
定
通
知 

①受理以後       
 事前相談まで 

②事前相談以後       
 理事長協議まで 

③理事長協議以後       
 認定まで 

 
 
・請求書の速やかな受理 
             【支部】 
 
・事案報告書の作成【支部】 
 
・所定の調査の開始（適切な回
答期限の設定、本部への照会） 
           【支部・本部】 

 

※平成２４年４月１日以後に受理した事案から実施（その前の事案もできる限り準用） 

 
・事前相談【支部】 
（資料不備等でも可） 
 
・事前相談に対する助言 
           【本部】 
 
・追加調査、理事長協議 
           【支部】 

 

・医学的知見の聴取【本部】 
 
・協議に対する回答【本部】 
 
・認定結果の作成【支部】 

 

    

請
求
遅
延
へ
の
所
要
措
置
等

【
支
部
】 

（参考） 
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